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東北における総合的な治水対策に向けた取り組みについて
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・今年度、東北地方では９水系１９河川においてはん濫注意水位を超え

る出水がありました。特に、米代川では９月１７日出水にて計画高水

位を超える洪水となりました。

・被害を受けた米代川では、この水害を契機として沿川４市・県・国の

関係機関により総合的な治水対策について意見交換する「米代川流域

の治水対策に関する懇談会」を開催しました（11月3日開催）。

・懇談結果を受け、国、県の責務として、再度災害防止を目的に緊急的

な治水対策の実施を決定しました。また、「米代川の総合的な治水対

策協議会」を設立し、今年度末までに各機関が連携・役割分担のもと

堤防整備等のハード対策と災害情報の共有等のソフト対策が一体とな
った総合的な治水対策を策定する予定です。

・昨年度は馬淵川において、協議会を設置し、総合的な治水対策を実施
しているところです。

・東北地方整備局では、地域の発議に基づいて、関係機関の連携･役割

分担によるハード・ソフト対策を各々が責任を持って実施する「総合

的な治水対策」の仕組みを今後の管内における治水対策の進め方とし

て推進します。

１．平成１９年度の出水概要

平成１９年度は９水系１９河川ではん濫注意水位を超過し、とくに米代川で

は計画高水位を超過しました。

9月17日：計画高水位を超過（米代川）

9月17日：はん濫危険水位を超過（北上川、雄物川、玉川）

はん濫注意水位とは、災害のおそれがある水位のことをいいます。この水位を超えると、法崩れ・洗掘・漏水など災害が
発生する危険性があります。水防関係機関は出動し、河川の警戒にあたります。はん濫注意水位を超え、更に水かさが
増し、溢水・氾濫等により重大な災害が起こるおそれがある水位を危険水位といいます。

※2
※1 家屋浸水被害は、洪水毎、各県毎の家屋浸水被害の速報値であり、修正の可能性があります。

月 　日 事務所 水系 河川名 家屋浸水被害（県からの速報情報）

山形 最上川上流 床下浸水７戸
新庄 最上川中流 －
福島 阿武隈川上流 床下浸水４戸

名取川 名取川

床上浸水４戸
床下浸水９０戸

床上浸水４戸
床下浸水３２戸

北上川上流
雫石川
猿ヶ石川
磐井川
旧北上川
江合川
阿武隈川上流
荒川

床上浸水４戸
床下浸水１０１戸

最上川上流 床上浸水２戸
須川 床下浸水１４戸

新庄 最上川 最上川中流 －
青森 馬淵川 馬淵川 床下浸水１戸

北上川上流
雫石川
中津川
猿ヶ石川
砂鉄川

秋田 雄物川 雄物川下流
雄物川上流
玉川

能代 米代川 米代川

阿武隈川下流阿武隈川仙台

秋田 子吉川

北上川北上川
下流

〔宮城県内〕
床下浸水２５戸

床下浸水３戸

〔宮城県内〕
床上浸水３戸
床下浸水３８戸

梅雨前線による出水 6月29日

前線による出水 8月27日

前線による出水 9月17日

最上川

阿武隈川

最上川山形

8月20日

阿武隈川下流
台風４号に伴う出水 7月15日

前線による出水

子吉川

〔岩手県内〕
床上浸水３戸
床下浸水４４戸

岩手 北上川9月7日台風９号による出水

子吉川子吉川秋田

岩手 北上川
〔岩手県内〕
床上浸水８７戸
床下浸水３５３戸

前線による出水 9月17日

高瀬川 高瀬川 〔流域内〕
床上・下浸水２０戸

高瀬川

〔秋田県内〕
床上浸水５２０戸
床下浸水６５５戸

雄物川湯沢

仙台

阿武隈川福島

北上川
下流

北上川 〔宮城県内〕
床下浸水３戸

北上川下流

計画高水位を超過した河川

はん濫注意水位を超過した河川

はん濫危険水位を超過した河川



２．９月１７日～１８日米代川流域の出水概要

９月１７日～１８日の前線にともなう豪雨により、岩手県や秋田県を中心に

延べ４万人に避難指示・避難勧告が出るなど住民生活に多大な影響が生じまし

た。この洪水では、米代川本川の上流部（鹿角市）および米代川水系阿仁川で

それぞれ４箇所の堤防が決壊し、また米代川本川の下流部では約２９ｋｍ区間

にわたり計画高水位を超える水位をなりました。

この洪水により、阿仁川沿川で３６０戸、米代川沿川で３６６戸の家屋浸水

被害が発生しました。

３．流域住民の安全・安心のための取り組み～総合的な治水対策の取り組み～

洪水から住民の安全・安心を確保するため、米代川沿川の４市（能代市、北

秋田市、大館市、鹿角市）、秋田県、国土交通省の関係機関が連携し、１１月

３日に「米代川流域の治水対策に関する懇談会」を開催しました。

懇談結果を受け、国、県の責務として、再度災害防止を目的に緊急的な治水

対策の実施を決定しました。また「米代川の総合的な治水対策協議会」を設立

し、今年度末までに各機関が連携・役割分担のもと堤防整備などのハード対策

だけにとらわれず、災害情報の共有やハザードマップの整備、土地利用規制な

どのソフト対策と一体となった総合的な治水対策を策定する予定です。

東北地方整備局では、地域の発議に基づいて、関係機関の連携･役割分担に

よるハード・ソフト対策を各々が責任を持って実施する「総合的な治水対策」

の仕組みを今後の管内における治水対策の進め方として推進します。

＜記者発表先＞宮城県政記者会，東北電力記者会，東北専門記者会

○問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 電話０２２－２２５－２１７１（代）

河川計画課長 尾藤 文人（内線３６１１）
課長補佐 稲葉 護（内線３６１２）


